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令和６年度  公立大学法人公立はこだて未来大学年度計画  

 

 

第１  年度計画の期間等  

 

 １  年度計画の期間  

   令和６年４月１日から令和７年３月３１日までの１年間とする。  

 

 ２  年度計画の意義  

   この計画は，第３期中期計画に基づき，事業年度の基本的な業務運営に

関し定めるものであり，年度計画に定めのない事項であっても，第３期中

期目標および第３期中期計画を達成するため，適宜，適切に取り扱うもの

とする。  

 

第２  第３期中期目標を達成するためにとるべき措置  

 

  １   教育に関する目標を達成するための措置  

(1) 学部教育に関する目標を達成するための措置  

・現在のカリキュラム体系を見直し，カリキュラム改訂に向けた実施

計画を策定する。また，クォーター制については，令和５年度の実

施状況を踏まえ，全面的移行への可否を決定する。  

・実践的技術や知識を獲得させるために，企業の専門家や実務家に講

義や演習に参加してもらう専門教育の実施を推進する。  

・実社会の課題を対象とし，探求力・構想力の育成を目指す内容を盛

り込んだ専門科目の実施を推進する。  

・カリキュラム・ポリシーに沿って，１年次の学部共通の科目群とし

て，プログラミング，数学，科学技術リテラシー，コミュニケーシ

ョンなどに関する講義，演習を実施し，教育効果の観点から必要な

改善を行う。  

・分野横断型実践的教育や地域連携型教育，産学連携型教育を受ける

機会を継続して設ける。  

・プロジェクト学習の成果についてより多くの観点から評価を受ける

ため，引き続き，学外にも積極的に発表する機会を設ける。  

・データサイエンス科目を整備・運用することにより，従来のコース

の専門教育に加え，学生の学修の幅を広げる。  

・学部教育でのコミュニケーション科目，ＶＥＰ（バーチャルイング

リッシュプログラム）科目，ＴＯＥＩＣ支援講座の拡大等により，

英語のリーディング能力，ライティング能力，プレゼンテーション
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能力を伸ばす教育制度や教育プログラムの改善を図る。  

・留学や国際学会発表などのグローバルな活動をより活性化するため

の教育制度や教育プログラムを検討し，実施する。  

・学部教育における，相互作用的・共創的な取り組みとして，テーマ

を設定し，勉強会等の活動を計画し実施する。また，メタ学習セン

ター・ＰＤ（プロフェッショナル・ディベロップメント）グループ

において，引き続き教員および学生の能力開発を行う。  

・北海道ＦＤ・ＳＤ協議会が主催する，北海道地区ＦＤ・ＳＤ総会や

フォーラムに参加し，本学教職員に対する周知活動を行うととも

に，他大学におけるＦＤ・ＳＤ活動に関する情報を収集し，本学に

おける共創的教育活動の実践に活かす。  

・効果的かつ効率的な学習環境をデザインするために，特別研究費や

科学研究費による教授手法・学習手法・学習支援手法に関する研究

を行い，その成果を学内外に発表する。  

・年度初めのオリエンテーションにおいて，ディプロマ・ポリシーお

よびカリキュラム・ポリシー，教育課程・授業科目体系についてガ

イダンスを行うことにより，学生のメタ学習・自立学習の理解を促

進する。  

・学生の主体的な学修を促す取り組みとして，学習達成度調査を継続

実施し，学生一人ひとりへのフィードバックを着実に行う。  

・学習成果に関する各種データを分析し，情報共有することにより，

教育改善の資料とする。  

 

  (2) 大学院教育に関する目標を達成するための措置  

・多視点性と高度な専門性を併せ持った創造性豊かな人材を育成する

ために，企業等や外部機関との共同研究プロジェクトへの大学院生

の積極的参加を奨励し，引き続き教員・学生へＲＡ（リサーチ・ア

シスタント）制度の周知等を行う。  

・大学院における基礎教育のあり方について，高度技術者としての能

力の獲得に向けた教育体制の維持・改善に努める。  

・研究者として必要とされる探求力，構想力，表現力，学術活動のた

めの英語力等を向上させるための教育を充実する。  

・優れた専門職業人育成という社会の要請に対応するカリキュラムの

充実を引き続き検討する。  

・実践的な技術や知識の専門性向上を図るための大学院教育方法を引

き続き検討する。  

・研究領域や研究機関の壁を越えたインターンシップ参加を促し，多

様な学際的活動の体験機会を提供する。  
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・ＲＡ制度を活用し，実践的な研究方法に関する経験を深める機会を

提供する。  

・外部の研究者を招聘した学術セミナー，討論会等の開催を通じて，

最先端の知識や研究事例に触れる機会を充実させる。  

・学部教育との連動や柔軟な履修を可能とする教育内容を意識しカリ

キュラムの改善を検討する。  

・授業の目的や計画に応じて，プロジェクト学習（ＰＢＬ），地域連

携型教育，産学連携によるコーオプ型教育等，様々なアクティブ・

ラーニング手法を積極的に導入する。  

・科目履修のための補足的情報を，目的別にウェブページやハンドブ

ック等の分かりやすい形にまとめる。  

・大学院開講科目について，大学院教務委員会において引き続き検証

し，必要な見直しを図っていく。  

・学生の学習意欲の増大のための成績関連情報の活用を検討する。  

 

 

  ２   学生の受け入れに関する目標を達成するための措置  

(1) 学部入学者の受け入れに関する目標を達成するための措置  

・アドミッション・ポリシーに基づき，各選抜を引き続き適切に実施

し，課題等があれば速やかに改善する。  

・国内外の工業高等専門学校や短期大学などからの編入学について，

適切な受け入れ体制を維持・整備する。  

・社会人の入学および転入の受け入れを積極的に進めるとともに，適

切な受け入れ体制の維持，整備を行う。  

・対面による入試広報施策を中心に，オンラインによる施策も併せ効

果的に実施する。  

・さまざまな機会，媒体を活用し，入試制度を受験生および高等学校

へ広く周知する。  

・データサイエンスに関する教育プログラムの整備を進めるととも

に，引き続き年度初頭のガイダンスなどを通じて学生への周知を行

う。  

・女子高校生等への積極的な入試広報を行い，女子受験生の増加に努

める。  

・障害者差別解消法の趣旨を踏まえ，障がい者等の受け入れにできる

限り対応する。  

・学生の留学に対する意識の向上に努めるとともに，学生への情報提

供とニーズ把握を行い，引き続き海外留学を支援する。  

・留学生の受け入れ体制の充実のため，学内の支援制度について検討

する。また，引き続き，留学生の住宅・生活支援，日本語教育環境

を支援する制度を整える。  
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・総合型選抜入試や学校推薦型選抜入試での合格者に対する入学前教

育（英語および数学）を継続するとともに，高校理数系科目の学び

直しのための入学後の支援など，必要な措置を継続して行う。  

・現行入試制度の検証を行い，次回見直すこととしている令和 10年度

入試に向け，課題を整理するとともに，適宜必要な改善を行う。  

 

  (2) 大学院入学者の受け入れに関する目標を達成するための措置    

・留学生や社会人など広範囲から入学者を受け入れるため，ウェブサ

イトでの情報提供や入試制度，講義の改善を実施する。  

・学内推薦制度を積極的に周知し，より多くの学生が大学院進学を目

指すように説明会や個別面談などを通じて引き続き啓発を図る。  

・優秀な学生を確保するため，大学院早期入学 (飛び入学 )を継続し，

学生に周知する。  

 

 

 ３   学生支援に関する目標を達成するための措置  

  (1) 学習・履修状況，進路設計に関する目標を達成するための措置  

・入学初頭のオリエンテーションや毎年度始めの学年別ガイダンスを

通じて，ディプロマ・ポリシーおよびカリキュラム・ポリシーを周

知し，学生がゴールを意識した履修計画・授業履修ができるよう指

導を行う。また，１年生に対しては担任面談を行い，講義履修につ

いて必要なアドバイスを行う。  

・科目担任教員，教務委員会，事務局が連携し，学生のＧＰＡ（グレ

ード・ポイント・アベレージ），履修状況を把握し，問題を抱える

学生に対する個別指導を実施する。  

・教務システムおよび学習管理システム（ＬＭＳ）を活用し，引き続

き学生や教員の利便性と履修状況管理の効率性を高める。  

・自律的な学び方を身に付けられるように，ピア・チュータリングに

よる学習支援プログラムを継続して実施するとともに，改善を図

る。  

・実践的な英語力を身に付けられるように，英語コミュニケーション

セッションを継続して実施する。  

・２年次のコース配属について，１年生向けに，年度初頭のガイダン

スなど定期的にコースの情報を提供する機会を設ける。加えて，研

究室のオープンラボなど，各コースの教員と上級生とのコミュニケ

ーションの機会を提供する。  

・４年次の卒業研究の研究室配属に向けて，学生が早期から準備・計

画を行えるよう，年度初めのコース別ガイダンスや，研究室のオー
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プンラボなどを実施し，将来の進路選択（就職，大学院進学）に必

要な情報やコミュニケーションの機会を提供する。  

・全学部生を対象に，学習達成度調査を半期に１回実施することによ

り，個々の学生が自身の学びを内省し，目的および計画を立てられ

るようにする。  

・学習達成度調査の結果等を分析し，学修環境の改善に活用する。  

 

  (2) 学生生活，進路・就職活動に対する支援に関する目標を達成するた

めの措置   

・マナー向上の啓発を推進するとともに，大学施設利用のルールを明

示し，モラル・マナー向上のための施策を実施する。  

・生活状況の実態調査を実施し，学生のニーズの方向とその変化を分

析する。  

・後援会との連携を維持し，学生の自主的学習活動やサークル活動を

支援する。  

・学生の生の声を集め，支援施策への学生参加のあり方の検討を行

う。  

・教職員が連携し，カリキュラムの一環として学生の社会的・職業的

自立に必要な能力の向上に資する支援を全学生に対し通年で実施す

る。  

・教職員が連携し，幅広い業界の企業との協力関係を築き積極的な情

報収集に努めるとともに，学生に対して業界，職種，企業研究等に

資する情報を円滑に提供する。  

 

 

 ４   研究の推進に関する目標を達成するための措置  

  (1) 研究の支援に関する目標を達成するための措置  

・国際的研究拠点構築を目指して，複雑系と知能の融合領域，デザイ

ンと情報科学・社会科学の融合領域，教育と情報科学・認知科学の

融合領域の重点領域を設定し学内研究資金等の弾力的な配分や資源

の集中的な投入を行う。  

・成果報告会を行い教員間の研究交流・共同研究の促進を図るととも

に，パネル展示を行い研究成果の情報共有を図る。  

・未来ＡＩ研究センターおよび既存のコ・ラボに対する積極的支援を

継続するとともに，新たな重点・戦略研究テーマを中心に有望なプ

ロジェクトを支援し，継続的・組織的な発展が見込まれるプロジェ

クトにコ・ラボ制の導入を図り，学内外への可視化とプロモーショ

ンを引き続き推進する。  
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  (2) 研究の評価と情報公開に関する目標を達成するための措置  

・学内公募型研究等に関して，成果報告の提出を義務づけ，評価を行

う。  

・学内公募型研究等に関して，成果報告会を開催し，学内での情報共

有を図る。  

・教員の研究成果の提出を求め，年度単位での研究業績の評価を行

う。  

・新しい教員研究紹介冊子の制作のほか，機関リポジトリの充実を図

るとともに，地域交流フォーラムを開催するなどにより研究成果を

内外に発信する。また，外部の研究者ポータル (Researchmap，

Research Gate, L-RAD 等）の活用をより一層進め，効率的・効果的

な情報発信を推進する。  

・研究費の事務処理手続に関するルールの周知徹底を図るとともに，

研究倫理教育に関するｅラーニングの受講を徹底させる。また，謝

金等の支出に関して，業務内容の事実確認等を行うとともに，抽出

検査や聞き取り検査等の取り組みを推進する。  

 

  (3) 外部資金の確保，研究成果の知的財産化や事業化の支援に関する目

標を達成するための措置  

・外部の研究助成等の公募情報を体系的に収集し提供する。  

・教員の研究成果発表等の内容に基づいて積極的な資金計画支援を行

う。  

・社会連携センターを中心に，内外の企業との共同研究や技術移転を

積極的に行うとともに，産学官金の各機関との連携や意見交換を密

にし，参画する各種大型事業における連携推進を進め，さらなる大

型研究資金をねらった戦略的コンソーシアム形成等の可能性の検討

に継続的に取り組む。  

・新たな研究成果からの特許権，意匠権，著作権等の知財化について

積極的に啓発・募集・支援を行い，出願申請業務や共同研究企業等

との交渉業務に，適切な外部専門機関の援助を得ながら速やかに取

り組む。  

 

 

 ５   地域貢献に関する目標を達成するための措置  

・社会連携センター，教務委員会，事務局教務課が中心となって，地

域からの教育連携の要請，教員の地域連携の要請の双方を把握し，

既存の連携協定の活用を含めて，適切なマッチングや交渉を行い，
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教育と地域社会との連携を支援・推進する。  

・教員の研究成果を市民に還元する公開講座や先進的な学術的文化的

話題を講義する特別講演会を開催するとともに，ＡＩ／ＩｏＴに関

連した社会人向け教育や，各教員が主体的に展開する地域での講

演・教育活動等を積極的に支援・推進する。  

・地域をフィールドとした調査分析，研究開発活動等を通じて，地域

の実情や変化の様相を把握し，新しい可能性を抽出するなど，地域

の政策形成・地域振興への関与・貢献に努める。  

・地域の産学官民と広く連携・協力し，地域の社会的・文化的・経済

的な状況の理解に努め，企業進出やＵＩＪターン人材等の動向や可

能性なども見据えながら，より効果的な技術移転・知識移転の推進

継続に努める。  

・ＡＩ /ＩｏＴに関する戦略的な技術移転・知識移転，共同研究の推

進について，引き続き道立工業技術センターや函館高専，函館市，

北海道や関係各省庁等と連携して進めるとともに，新たな課題を見

極めて取り組む。  

・アカデミックリンクなど，キャンパス・コンソーシアム函館の活動

に積極的に参画する。また，単位互換制度への協力，公開講座の提

供など，地域の大学や高専等との学術連携・社会連携を進める。  

・小中高大連携事業について検討し，情報教育に貢献する。  

 

 

 ６   学術連携および国際化に関する目標を達成するための措置  

・既に連携している大学との交流を活性化するとともに新規の連携先

を開拓する。  

・グローバルな教育研究を推進するため，学内の制度を整えるととも

に，国内外の大学や研究機関等との学術交流ネットワークを構築す

る。  

・公立はこだて未来大学振興基金を財源として創設した海外留学助成

制度や外部資金を積極的に活用することにより，学生の留学を促進

させる。  

・留学生の受け入れ体制の充実のため，学内の支援制度について検討

する。また引き続き，留学生の住宅・生活支援，日本語教育環境を

支援する制度を整える。（再掲）  

・「グローバル共創プログラム」を活用し，海外の連携協定校との交

流プログラムを推進する。  
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 ７   附属機関の運営に関する目標を達成するための措置  

  (1) 社会連携センターの運営に関する目標を達成するための措置  

・社会連携ポリシーに沿った活動を推進し，様々な取り組みを教授会

や学内メール等で周知するとともに，社会連携センター長をはじめ

とする教員の外部講演活動，具体的な活動事例のニュース記事，マ

スメディア紹介等を通じて，世の中に広く情報発信する。また，大

学内外の人々を巻き込みながら，有機的な社会連携活動を行い，企

業等からの連携相談を成立させる取り組みを推進する。  

・地域の産学官民と広く連携・協力し，地域の社会的・文化的・経済

的な状況の理解に努め，企業進出やＵＩＪターン人材等の動向や可

能性なども見据えながら，より効果的な技術移転・知識移転の推進

継続に努める。（再掲）  

・はこだて国際科学祭，地域デジタルアーカイブ，地域オープンデー

タ活用による道南文化財学芸振興等をはじめ，既存の取り組みをさ

らに発展させるとともに，年々新たに取り組まれる多様な活動を継

続的に実施できるよう組織化を図る。  

・外部の研究助成等の公募情報を体系的に収集し提供する。（再掲）  

・教員の研究成果発表等の内容に基づいて積極的な資金計画支援を行

う。（再掲）  

・社会連携センターを中心に，内外の企業との共同研究や技術移転を

積極的に行うとともに，産学官金の各機関との連携や意見交換を密

にし，参画する各種大型事業における連携推進を進め，さらなる大

型研究資金をねらった戦略的コンソーシアム形成等の可能性の検討

に継続的に取り組む。（再掲）  

・新たな研究成果からの特許権，意匠権，著作権等の知財化について

積極的に啓発・募集・支援を行い，出願申請業務や共同研究企業等

との交渉業務に，適切な外部専門機関の援助を得ながら速やかに取

り組む。（再掲）  

・多様な職務（リサーチ・アドミニストレーション，知財化コーディ

ネート，地域連携・社会連携コーディネート，研究広報等）遂行に

向けて，計画的に専門能力を高めるための育成を継続推進する。  

 

  (2) 情報ライブラリーの運営に関する目標を達成するための措置   

・今後のライブラリーの利用形態の変化を見据え，教育研究活動に必

要な蔵書・資料の充実に努めるとともに，適切な蔵書を構成し，資

料を配置していく。  

・研究に必要な学術論文について，電子ジャーナルや論文データベー

スの利用環境を充実させるとともに，契約内容を継続的に見直し，
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効率的で効果的な整備を行う。  

・収集した資料や情報の利用促進のため企画を実施するなど，利用環

境の整備と利用者に対するサービス向上に努める。  

・学習や研究に資するため，全国の大学図書館と連携して，所蔵して

いない文献を提供するための手段を確保する。  

・機関リポジトリの内容の充実を図り，学内の研究成果を広く公開す

るとともに，効率的なシステム構築のための整備を行う。  

・ウェブページ等を通じて，大学が所有する書籍や資料に関する情報

を地域に提供し，その利用促進を図る。  

・キャンパス・コンソーシアム函館の図書関連携プロジェクト（ライ

ブラリーリンク）を通じて，読書や図書館利用の啓発活動を行う。  

 

 

 ８  運営・管理および財政基盤の安定化に関する目標を達成するための措置  

  (1) 大学の運営・管理に関する目標を達成するための措置   

・理事長のリーダーシップのもと，次期中期計画を見据え，新たな高

等教育のあり方を検証し，本学のとるべき戦略的な取り組みを明ら

かにする。  

・常勤役員会議の定例開催を継続するとともに，社会情勢の変化に応

じた教育の実施と安全の確保を図る。  

・教育研究審議会や連絡会議を適切に開催し，学内委員会の活動と連

携しながら機動的な運営体制を推進する。  

 

  (2) 人材の確保・育成に関する目標を達成するための措置  

・優秀な人材を確保するため，雇用形態の見直しを検討していくとと

もに，特任教員・特命教員制度等を継続して活用し，特色ある多様

な人事の確保に努める。  

・多元的な視点に基づき教員の実績評価を行い，評価結果を一般研究

費の配分や処遇等へ反映させる。また，評価基準の見直しを行う。  

・適宜事務局の体制見直しを行い，職員の人材確保に努める。  

・公大協や北海道ＦＤ・ＳＤ協議会等で主催する研修カリキュラムへ

の積極的な参加を促し，大学運営に必要な知識，技能の修得を図

る。  

・在外研修を行う教員が効果的に制度を利用し，国際的な研究成果を

挙げられるよう，制度とその運用方法の改善を検討する。  

 

  (3) 財政基盤の安定化に関する目標を達成するための措置  

・管理経費の抑制に努めるとともに，施設整備費の計画的な執行な
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ど，効率的かつ弾力的な予算運用を行う。  

・公立はこだて未来大学振興基金等への寄附受入の取り組みを進める

とともに，競争的研究費の情報収集と学内の情報共有を行い，外部

資金の確保，拡充を図る。  

 

  (4) 施設設備の整備に関する目標を達成するための措置   

・維持補修計画に則って大型設備等の改修を実施し，施設の適正な維

持管理を行うとともに，定期的な点検により，適切な改修，修繕を

実施する。  

・現情報通信システムの効率的・効果的な運用および情報セキュリテ

ィの検証を引き続き行うとともに，令和７年４月に一部更新予定で

ある現情報通信システムの仕様を検討，策定し，それに基づいてシ

ステム更新を実施する。  

 

  (5) 環境・安全管理に関する目標を達成するための措置  

・冷暖房等の省エネルギー対策を引き続き推進し，一層の経費節減に

努めるとともに，照明設備のＬＥＤ化等の省電力化を推進する。  

・学生の心身の健康管理面での支援体制を充実させるとともに，学生

に寄り添った学生相談室の運営を図る。  

・労働安全衛生法に基づいて設置した衛生委員会により，教職員等の

安全および衛生に関する環境の向上を図る。  

・災害・事故等の緊急時対応を適切に行うため，ガイドライン等の整

備を含め，危機管理体制の構築を検討する。  

・ハラスメントを防止するために，教職員および学生に対して，ハラ

スメント防止ガイドラインを周知するとともに，教職員への研修を

実施する。また，新たに窓口の外部委託を実施するとともにハラス

メント防止ガイドラインを見直す。  

 

 ９   自己点検・評価，広報・ＩＲ等の推進に関する目標を達成するための措

置  

  (1) 自己点検・評価，外部評価に関する目標を達成するための措置    

・評価委員会を中心に，令和７年度の大学認証評価機関による外部評

価の準備を進め，大学運営についての自己点検・評価を定期的に実

施し，今後の大学運営の改善・改革に活かす。  

  (2) 広報・ＩＲ等の推進に関する目標を達成するための措置  

・教育研究に関わる社会からの情報ニーズを整理・分析し，本学のブ

ランディングに資する取り組みを引き続き実施する。  

・各部署と連携しＩＲの組織的運用を行うとともに，企画経営に活用
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する。また，教学ＩＲ等に関するデータの取り扱い方および教育方

法の改善や学生支援に活用するための仕組みを整備する。  



第３　予算

１　予算（令和６年度）

（単位：百万円）

区　　　　　分

 収入

 　運営費交付金

 　自己収入

　　 授業料・入学料・入学検定料収入

　　 その他の収入

 　受託研究等収入

 　寄附金収入

 　振興基金積立金取崩収入

 　目的積立金取崩収入

計

 支出

 　業務費

 　　教育研究経費

 　　一般管理費

 　　人件費

 　受託研究等経費

　 施設整備費

計

７６９

１，０６９

５３

１５

２，６９６

９

３

２９４

２，６９６

２，６２８

７９０

金　　　　　額

１，６７０

６５７

６０１

５６

６３
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２　収支計画（令和６年度）

（単位：百万円）

区　　　　　分

 費用の部

 　経常費用

 　　業務費

 　　　教育研究経費 ８５９

 　　　受託研究費等 ４１

 　　　役員人件費 ５６

 　　　教員人件費 ７７２

 　　　職員人件費 ２７０

 　　一般管理費

 　　財務費用

 　　減価償却費

 　臨時損失

 収益の部

 　経常収益

 　　運営費交付金収益

　　 授業料収益

 　　入学料収益

 　　入学検定料収益

 　　受託研究等収益

 　　寄附金収益

　　 財務収益

 　　雑益

 　臨時利益

 純利益

 目的積立金取崩益

 総利益

５６

０

△２７９

２９４

１５

６２２

７７

１４

６３

１２

０

２６４

０

２，５１４

２，５１４

１，６７０

２，７９３

２，７９３

１，９９８

５１１

２０

金　　　　　額
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３　資金計画（令和６年度）

（単位：百万円）

区 分

 資金支出

 　業務活動による支出

 　投資活動による支出

 　財務活動による支出

 　翌年度への繰越金

 資金収入

 　業務活動による収入

 　　運営費交付金による収入

　 　授業料・入学料・入学検定料による収入

　 　受託研究等収入

　 　寄附金収入

　 　その他の収入

 　投資活動による収入

 　財務活動による収入

 　前年度よりの繰越金

４　短期借入金の限度額

(1) 短期借入金の限度額

４億円

(2) 想定される理由

運営費交付金の受入れ遅延および事故の発生等により緊急に必要となる対策費と

　　して借入れすることも想定されるため。

５　重要な財産の譲渡，または担保に供する計画

　　なし

６　剰余金の使途

　　決算において剰余金が発生した場合は，教育，研究の質の向上および組織運営の改

　善に充てることを基本とする。

０

０

５８０

２，３９９

１，６７０

６０１

６３

９

５６

２，９７９

２，３９５

６７

２３２

２８５

２，９７９

金 額
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